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国民健康保険 5億1,807万円 5億371万円 1,436万円

後期高齢者医療 8,988万円 8,946万円 42万円

浦郷診療所 7,602万円 7,600万円 2万円

へき地三度出張診療所 1,233万円 1,217万円 16万円

簡易水道事業 1億5,823万円 1億5,804万円 19万円

下水道事業 2億2,688万円 2億2,605万円 83万円

　一般会計等の赤字から財政運営の深刻度を
　みる比率

　全会計の合計が赤字の場合算出される、財政運
　営の深刻度をみる比率

　借金の返済額などの大きさから、資金繰りの
　危険度をみる比率

　一般会計等の借金残高から、将来的な財政への
　圧迫度をみる比率　

　公営企業会計の資金不足割合から、経営状況の
　深刻度をみる比率

　この比率が18％を超えると町債の発行に県知事の許可が必要になり、25％を超えると一部の町債発行
が制限されます。西ノ島町の実質公債費比率は11.9％で、前年度比0.6％改善しました。

　この比率が高くなるということは将来の借金返済等が増加することを示しており、今後の財政運営が圧迫
される可能性があります。西ノ島町の将来負担比率は79.7％で、前年度比5.8％改善しました。

　上記のとおり、平成25年度決算においてはいずれの指標も「早期健全化基準」といわれる条件をクリア
しており、現在のところ財政状況は好転していると言えます。

特別会計は、特定の事業を行うための会計であり、主に保険税や各事業を利用する方に納めていただく使用
料などで賄われています。今年度も全ての特別会計において黒字となりましたが、一般会計からの繰入金も
多くなっています。
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一般会計

63億 9,460 万円

浦郷診療所会計
850 万円

簡易水道事業会計
8億 358 万円

下水道事業会計
17 億 747 万円

 

財政調整基金
8億 823 万円減債基金

6億 3,170 万円

国民健康保険関連基金
3,486 万円

学校建設基金
8,263 万円

その他基金
4,835 万円

※完成予定図

債（借金）は道路や港湾、上下水道といった長い年
月使用する施設の整備に使われています。これらの

施設は建設に多額の費用が掛かるため、建設したときの町
民だけが負担するのではなく、建設後に利用する多くの町
民にも公平に負担してもらう「分割払い」になっています。
　町では、地方交付税で補填される種類の町債を選んで借りるよ
う心掛けており、現在の残高のおよそ７割は今後の地方交付税と
して収入する見込みです。
　町民一人あたりの借金残高は、およそ289万円という計算にな
ります（平成26年4月1日現在人口の3,083人で算出）。

金（貯金）は経済の急激な変化で大幅な税
収減に見舞われる、災害が発生するなどと

いった予想外の支出、多額の経費が掛かる公共施
設の整備や国民健康保険の保険給付費の不足に備
えるためなどに積み立てているお金です。
　平成25年度はほとんど基金を取り崩すことな
く、前年度繰越金や経費節減効果などにより1億
8,529万円を積み増すことができました。
　町民一人あたりで換算すると、およそ52万円
の貯金残高という計算になります。

※現在のごみ焼却場
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